
≪出張申請受付≫ 申請時来庁方式 

（申請時に本人確認と必要書類を提出し、本人限定受取郵便でカードを受け取る方法） 

 

●必要書類 

①通知カードまたは個人番号通知書（お持ちの方のみ） 

②住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

③本人確認書類（ア～ウのいずれか） 

ア．「①＋A群から 1点」または「①＋B群から 2点」 

イ．「A群から２点」 

ウ．「A群から１点＋B群から１点」） 

④ 交付申請書（市で準備します） 

 

●ご本人（15歳以上の方）の来庁（出張申請会場へ来所）が必要です。 

●当日、顔写真の撮影（無料）を行います。 

●マイナンバーカードの「暗証番号」について、「暗証番号設定依頼書」を記入いただきます。 

 

・マイナンバーカードができあがるまで、約１か月かかります。 

・必要書類が全て確認できた場合は、「暗証番号設定依頼書」に基づき職員が暗証番号を設定した

後、原則として住所地へ本人限定受取郵便で送付します。郵便局員に本人確認書類の提示が必要

です。再送ができませんので確実にお受け取りください。 

・必要書類が不足する場合は、「申請時来庁方式」ではなく、「交付時来庁方式」となります。（交付

時来庁方式の場合、マイナンバーカードができあがり次第、ハガキでお知らせしますので、市役

所市民課窓口での受取りをお願いします。受取りの際、本人確認書類の「A群から１点」又は「B

群から２点」の持参が必要です。） 

・「通知カード」と「住民基本台帳カード」は申請時に返納していただきます。差し支えがある場合

は、交付時来庁方式で申請してください。 

 

本人確認書類（有効期限内のものに限る） 

A群（国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分証明書） 

・運転免許証 ・運転経歴証明書（交付年月日が平成２４年４月１日以降のもの） 

・個人番号カード ・住民基本台帳カード（顔写真付きのもの） ・パスポート 

・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳・写真付き在留カード 

・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書 ・仮滞在許可書 

 

B群（「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認めるもの） 

・健康保険証 ・診療依頼書 ・介護保険証 ・年金手帳（年金証書） 

・医療受給者証（子ども医療証、重度障害者医療証など）  

・母子手帳 ・学生証 ・社員証 ・診察券  

・個人番号カード顔写真証明書（入所施設施設長記載など） 

 

【お問い合わせ】宗像市役所 市民課 TEL：0940-36-1126 

【申請時来庁方式】は、 

市役所に来ていただく 

必要はありません！ 

申請書記入から、本人確認、顔
写真撮影まで、おおむね 10分
程度です。（当日の希望者数に
よってはお待たせすることがあ
ります。ご了承ください。） 


